
（平成２３年７月２１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 7 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 6 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 4 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認富山地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



富山国民年金 事案 208 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年１月から 49 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年２月から 49年３月まで 

亡父は、生前、私が 20 歳のときから国民年金保険料を納付したと話して

いたのに、申立期間の保険料が未納とされているのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除いては国民年金保険料の未納が無いほか、申立期

間の保険料を納付したとするその父親は、国民年金制度が発足した昭和 36 年

４月から 60 歳に到達する 51 年＊月まで全ての期間の保険料を納付しており、

納付意識は高かったと考えられる。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿により、申立人の国民年金手帳記号番

号は、昭和 50 年３月頃に払い出されたと推認されることから、この頃に加入

手続が行われたものと考えられ、この時点では、申立期間のうち、納期限の

時効が到来していない 48 年１月から 49 年３月までの期間については、国民

年金保険料を納付することは可能である。 

さらに、Ａ市の国民年金被保険者カードにより、申立人の昭和 49 年４月か

ら同年 12 月までの国民年金保険料については、50 年 12 月 30 日に過年度納

付されていることが確認できることから、申立人の国民年金の加入手続を行

い、納付意識の高かったその父親が、過年度納付が可能であった 48 年１月か

ら 49年３月までの保険料を納付していたと考えても不自然ではない。 

一方、申立期間のうち、昭和 47 年２月から同年 12 月までの期間について

は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出されたと推認される時点では、

時効により国民年金保険料を納付することはできないほか、申立人に別の国

民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たら



                      

  

ず、特例納付により納付した状況もうかがえない。 

また、申立人は、当該期間の国民年金保険料の納付に直接関与しておらず、

保険料を納付したとするその父親は既に死亡しているため、当該期間におけ

る保険料の納付状況の詳細は不明である。 

加えて、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを確認で

きる関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付をうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年１月から 49 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 784 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資

格取得日に係る記録を昭和 44 年５月 27 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を２万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年５月 27日から同年９月１日まで 

昭和 43 年４月にＡ社へ入社後、Ｃ県にあった系列会社のＤ社へ出向した。

Ｄ社では１年ほど勤務し、その後、Ａ社に異動した。 

年金記録をみると、Ｄ社からＡ社へ異動した頃の期間が４か月間空白に

なっているが、申立期間においても継続して勤務していたので、厚生年金

保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＢ社からの回答により、申立人は、申立てに係るグル

ープ会社に継続して勤務し（Ｄ社からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の異動日を確認できる資料等は無いものの、戸籍の附票によ

ると、申立人は、昭和 44 年５月 30 日にＣ県からＥ県に転居しており、申立

期間当時、既に異動先のＡ社に勤務していたものと考えられることから、申

立期間については、同社における資格取得日に係る記録を訂正することが妥

当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 44 年９月の社会保険事務

所（当時）の記録から、２万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は、当時の資料が無いため不明としており、このほかに確認



                      

  

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 785 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 18 年４月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得

した旨の届出を社会保険事務所（当時）に対し行ったことが認められ、かつ、

申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における厚生年金保険被保険者の資格

喪失日は、20 年８月 19 日であったと認められることから、申立人に係る厚

生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を訂正することが必

要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 18 年４月から 19 年５月

までは 30円、同年６月から 20年７月までは 60円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 18年４月１日から 20年８月 19日まで 

昭和 18 年４月１日にＡ社Ｃ工場へ入社し、20 年８月まで勤務したのに、

この間の厚生年金保険被保険者記録が無い。 

昭和 20 年８月 15 日に工場前の広場で玉音放送を聞いており、同年８月

18 日頃まで勤務したはずなので、申立期間について厚生年金保険被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人が同期入社の同僚として名前を提示した

７人は、いずれも昭和 18 年４月１日にＡ社Ｃ工場において厚生年金保険被保

険者資格を取得していることが確認できるほか、当該７人のうち１人は、20

年８月 15 日に同工場前の広場で玉音放送を聞いたと供述しており、申立人の

供述と一致することから、申立人は、その主張どおり申立期間において同工

場に勤務していたことが推認できる。 

また、Ａ社Ｃ工場に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び申立人に

係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、上記の同僚７人と同様に、

申立人が昭和 18 年４月１日に同工場において厚生年金保険被保険者資格を取

得した旨の記載が確認できる上、当該健康保険厚生年金保険被保険者名簿に



                      

  

よると、申立人の資格取得時の標準報酬月額は３等級（30 円）とされ、19 年

６月１日には６等級（60円）に改定されている旨の記載が確認できる。 

一方、当該健康保険厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者

台帳（旧台帳）には、申立人の資格喪失日に係る記載が無い上、当該健康保

険厚生年金保険被保険者名簿において申立人の前後に資格喪失日が空欄とさ

れている同僚が 19 人確認できるなど、社会保険事務所の記録管理が適切に行

われていなかったことがうかがえる。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 18 年４月１日に厚

生年金保険被保険者資格を取得した旨の届出を社会保険事務所に対し行った

ことが認められ、かつ、申立人のＡ社Ｃ工場における厚生年金保険被保険者

の資格喪失日は 20年８月 19日であったと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、当該健康保険厚生年金保険被

保険者名簿の記録及び同僚の記録から、昭和 18 年４月から 19 年５月までは

30円、同年６月から 20年７月までは 60円とすることが妥当である。 



                      

  

富山厚生年金 事案 786 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ支店における資格喪失日は、昭和 26 年４月１日であると認

められることから、申立期間の厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記

録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、8,000 円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 25年４月１日から 26年４月１日まで 

昭和 24 年４月にＡ社へ入社し、同年９月に同社Ｂ支店へ配属された。そ

の後、業務を学ぶため、25 年 10 月から同年 12 月まで同社Ｂ支店に在籍し

たまま同社Ｃ支店及び同社Ｄ支店へ研修に行き、研修終了後の 26 年４月に

同社本店へ異動して、29年３月に退職した。 

オンライン記録では申立期間の厚生年金保険被保険者記録が無いが、申

立期間についてもＡ社に勤務していたので、厚生年金保険被保険者であっ

たことを認めてほしい。 

   (注) 申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の厚生年金保険被保険者

記録の訂正を求めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された従業員カード及び当時の同僚の証言により、申立人は、

昭和 24年４月１日から申立期間を含めて 29年３月 31日まで同社に継続して

勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社Ｂ支店に係る厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の資

格喪失日欄は、上段に「25.４．１」と記載されているものの、下段にも「26．

４．１」と記載されており、申立人の同社Ｂ支店における資格喪失日につい

て、二つの日付が確認できる。 

さらに、申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）によると、申

立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日は記載されているものの、同社Ｂ支店



                      

  

における資格喪失日の記載は無く、社会保険事務所（当時）における申立人

の記録管理が適切ではなかった状況がうかがえる。 

なお、Ａ社から提出された従業員カードによると、申立人の同社Ｂ支店か

ら同社本店への異動日は、申立人の主張する異動時期（昭和 26 年４月）に至

近の同年３月 15日と記録されている。 

これらを総合的に判断すると、申立人のＡ社Ｂ支店における厚生年金保険

被保険者資格喪失日は、昭和 26年４月１日であると認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 25 年３月の社会保険事務

所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 787 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格取得日に

係る記録を昭和 36 年４月 20 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 9,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 36年４月 20日から同年６月８日まで 

昭和 35 年２月にＡ社に入社し、36 年４月頃に同社Ｃ工場から同社Ｂ工

場へ異動した。 

    Ａ社の工場間を異動しただけなので、申立期間において厚生年金保険被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び申立人が名前を挙げた当時の同僚２人の証言により、

申立人は、申立期間においてＡ社に継続して勤務し（同社Ｃ工場から同社Ｂ

工場に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人の異動日を確認できる資料等は無いものの、オンライン記録

によると、申立人が名前を挙げた同僚２人は、いずれも申立人と同じ昭和 36

年４月 20 日付けでＡ社Ｃ工場において被保険者資格を喪失、同日付けで同社

Ｂ工場において被保険者資格を取得しており、申立期間の被保険者記録が継

続していることから、申立期間については、同社Ｂ工場における資格取得日

に係る記録を訂正することが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 36 年６月の社会保険事務

所（当時）の記録から、9,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ



                      

  

いては、事業主は、当時の資料が無いため不明としており、このほかに確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対

して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無

いことから、行ったとは認められない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 788 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月 20日から 34年８月 19日まで 

Ａ社に勤務した申立期間については、脱退手当金が支給済みとされてい

るが、当時は脱退手当金の制度を知らなかったし、受給した覚えも無いの

で、脱退手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約２年９か月後の昭和 37 年５月 11 日に支給決定されたこととなって

おり、事業主が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保

険者期間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より後のＢ社

Ｃ工場及びＡ社の被保険者期間については、その計算の基礎とされておらず、

未請求となっているが、これらを失念するとは考え難い上、未請求となって

いるＡ社の被保険者期間は、申立期間と同一の事業所であり、同一番号で管

理されているにもかかわらず、支給されていない期間が存在することは事務

処理上不自然である。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 789 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められる

ことから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年 10月 11日から 38年１月１日まで 

オンライン記録では、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた期間につい

て脱退手当金を支給済みとなっているが、受給した記憶は無いので、脱退

手当金を受給していないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去の全ての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険者期

間（Ｃ社、Ｄ社及びＥ社の期間）については計算の基礎とされておらず、未

請求となっているが、Ｃ社の被保険者期間は２年９か月と長期間である上、

Ｅ社の被保険者期間は申立期間の約１か月前に資格喪失となっており、申立

人がこれらを失念するとは考え難い。 

また、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から７

か月後の昭和 38 年８月１日にＦ社において厚生年金保険被保険者資格を取得

しており、同社において資格喪失した後も長期間にわたって国民年金保険料

を納付しているなど、申立人がその当時脱退手当金を請求する意思を有して

いたとは認め難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

 

 



富山国民年金 事案 209 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47年 10月から 48年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 10月から 48年２月まで 

申立期間当時はＡ市の短期大学に通学しており、親元を離れていたが、

父親が国民年金の加入手続をしたと言っていたのを覚えている。 

申立期間の国民年金保険料は、父親が間違いなく納付していたので、納

付記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は申立期間に係る国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付に

直接関与しておらず、これらを行ったとする申立人の父親は、申立期間の保

険料は間違いなく納付したはずであるとしているものの、申立人の加入手続

時期、申立期間の保険料の納付時期、納付場所、納付金額、納付方法等につ

いては覚えていないことから、申立期間に係る加入手続及び保険料納付状況

の詳細は不明である。 

また、国民年金手帳記号番号払出簿及びオンライン記録によると、申立人

の国民年金手帳記号番号は、その前後の任意加入被保険者の資格取得状況か

ら、昭和 49 年４月頃にＢ町（現在は、Ｃ市）で払い出され、これ以前に申立

人に対し別の国民年金手帳記号番号が払い出された形跡は見当たらないこと

から、この頃に初めて申立人の加入手続が行われ、その際に資格取得日を 49

年４月１日とする事務処理が行われたものとみられる。この資格取得日は、

Ｂ町の国民年金被保険者カードに記載されている申立人の資格取得日とも一

致している。 

   さらに、申立人は、申立期間当時、短大生であったとしていることから、

当該期間は任意加入被保険者となり、制度上、遡って資格取得することはで

きない。このため、資格取得日を基準とすると、申立期間は国民年金未加入



                      

  

期間となり、申立人の父親は、申立期間の保険料を納付することはできなか

ったものとみられる。 

   加えて、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを確認で

きる関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに納付をうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 790 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者であったと認めるこ

とはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 12月 29日から 61年１月１日まで 

昭和 51 年４月にＡ社（現在は、Ｂ社）へ入社し、60 年 12 月末で退職し

たのに、厚生年金保険の資格喪失日が同年 12月 29日となっている。 

当時の給与明細書をみると、昭和 61 年１月 25 日に支給された給与から

60 年 12 月の厚生年金保険料が控除されているので、申立期間について厚

生年金保険被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書により、申立人は、昭和 60 年 12 月の厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていることが認められる。 

しかし、雇用保険の記録により、申立人は、昭和 60年 12月 28日にＡ社を

離職していることが確認できる上、申立人から提出された昭和 61 年分給与所

得の源泉徴収票にも、申立人が同日に同社を退職した旨の記載が確認できる。 

また、Ｃ健康保険組合の記録でも、申立人は、昭和 60年 12月 29 日に同組

合の組合員資格を喪失していることが確認できる。 

さらに、Ｂ社は、「当時、退職日の取扱いは営業店舗によって異なってお

り、12 月の退職者については、最終営業日（12 月 28 日頃）を退職日として

処理することが多かった。申立人については、誤って昭和 60 年 12 月の厚生

年金保険料を控除したものと思われる。」と回答している。 

なお、厚生年金保険法では、第 19 条において、「被保険者期間を計算する

場合には、月によるものとし、被保険者の資格を取得した月からその資格を

喪失した月の前月までをこれに算入する。」と規定されており、第 14 条にお

いて、資格喪失の時期はその事業所に使用されなくなった日の翌日である旨

規定されている。 



                      

  

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、昭和 60 年 12 月の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていることが認められるものの、申立期間において当該事業所に使用されて

いた者であったとはいえないことから、申立期間について、厚生年金保険被

保険者であったと認めることはできない。 

 



                      

  

富山厚生年金 事案 791 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月１日から 43年７月 28日まで 

Ａ社に勤務していた期間の標準報酬月額については、昭和 42 年４月から

同年９月まで１万 8,000 円、同年 10 月から 43 年６月まで２万円と記録さ

れている。 

しかし、当時、高卒者の初任給は１万 6,000 円であり、各種手当を含め

ると総支給額は２万 3,000 円以上あったはずなので、正しい標準報酬月額

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「申立期間当時、給与の総支給額は２万 3,000 円以上だっ

た。」と主張しているが、Ａ社は、申立期間当時の賃金台帳等を保管してい

ないため、申立人の申立期間における給与支給額及び厚生年金保険料控除額

について確認できない。 

また、オンライン記録によると、Ａ社において、申立人と同じ昭和 42 年４

月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得している同僚７人は、資格取得時

の標準報酬月額が１人は１万 6,000 円、６人が１万 8,000 円とされており、

当該７人の記録と比較しても、申立人の標準報酬月額の記録に不自然さはう

かがえない。 

さらに、Ａ社から提出された申立人の健康保険厚生年金保険被保険者資格

喪失確認通知書には、申立人の資格喪失時の標準報酬月額が２万円と記載さ

れており、オンライン記録の標準報酬月額と一致している。 

加えて、申立人に係る健康保険厚生年金保険被保険者原票（マイクロフィ

ルム）に記録された標準報酬月額も、オンライン記録の標準報酬月額と一致

しており、当該記録には遡って訂正された形跡もみられない。 



                      

  

このほか、申立期間において、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断

すると、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 



                      

  

富山厚生年金 事案 792 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和２年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20年８月 30日まで 

Ａ社に勤務していた期間については、脱退手当金を支給済みとなってい

るが、受給した記憶は無いので、脱退手当金を受給していないことを認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、脱退手当金が支給決

定されたことが記載されているとともに、申立期間の脱退手当金は、支給額

に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日か

ら約３か月後に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうか

がえない。 

また、申立人の脱退手当金は昭和 20 年 12 月７日に支給決定されているが、

当時は通算年金制度創設前であり、20 年以上の厚生年金保険被保険者期間が

なければ年金を受給できなかったのであるから、申立期間の事業所を退職後、

43 年２月まで厚生年金保険への加入歴が無い申立人が脱退手当金を受給する

ことにも不自然さはうかがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、脱退手当金を受給した記憶が無いという

ほかに、脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらな

い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立

期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

 


